[bookmark: _GoBack]様式第3号（第7条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　様

小　野　町　長

小野町児童館団体使用許可書
　　　　年　　月　　日付けで申請のあった児童館の団体使用について、次のとおり許可します。

記

	許可日時
	　　　　　　年　　月　　日
	午前・午後　　　　時　　　　分から

	
	
	午前・午後　　　　時　　　　分まで

	
	　　　　　　年　　月　　日
	午前・午後　　　　時　　　　分から

	
	
	午前・午後　　　　時　　　　分まで

	許可条件
	１　使用の開始及び終了の際は、職員にその旨を報告してください。
２　使用した設備及び備品は現状に復し、整理整頓してください。
３　施設及び備品等を壊したり、紛失したりしたときは、速やかに届け出てください。故意又は重大な過失により施設等を損壊した場合は、修繕費用等をご負担していただく場合があります。
４　その他、職員の指示に従ってください。
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様式第 3 号（第 7 条関係）   第       号   年    月    日             様     小   野   町   長     小野町児童館 団体使用許可書        年    月    日付けで申請のあった児童館の団体使用について、次のとおり許可します。     記    

許可日時         年    月    日  午前・午後      時      分から  

午前・午後      時      分まで  

       年    月    日  午前・午後      時      分から  

午前・午後      時      分まで  

許可条件  １   使用の開始及び終了の際は、職員にその旨を報告してください。   ２   使用した設備及び備品は現状に復し、整理整頓してください。   ３   施設及び備品等を壊したり、紛失したりしたときは、速やかに届け 出てください。 故意又は重大な過失により施設等を損壊した場合は 、 修繕費用等を ご 負担 していただく場合があります 。   ４   その他、職員の指示に従ってください。  

                         

